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第４章 基本計画 
１ 特色ある教育の推進 

 

（１）安全で快適な教育環境の整備 

 

施策① 安全で快適な学校施設の整備充実 

子どもたちが安全で快適な教育環境で学習できる学校施設、設備の整備を推進します。    

【現状】 

●学校施設耐震化率は平成 27 年４月１日現在で 90.1％です。 

●学校施設はその多くが昭和 40 年代から 50 年代に建てられており、施設や設備の老朽化

がみられます。 

●学校への不審者侵入対策としてフェンスやインターフォン等の安全施設、設備整備を実

施しています。 

●子どもたちのライフスタイルの変化や老朽化対策として、トイレの洋式化をはじめとし

た施設改善を進めています。 

●中学校の全普通教室へ空調設備を設置しています。 

●遊具等の定期的な安全点検を実施しています。 

【課題】 

◆災害発生時の子どもたちの安全確保と地域住民の緊急避難場所の確保を図るため、学校

施設の耐震化を早急に進める必要があります。 

◆学校施設の老朽化対策や定期的な安全点検等、継続した施設の安全性の確保が求められ

ます。 

◆アンケート結果から、「教育施設・環境充実」について、保護者の要望が高くなってお

り、早急かつ重点的な取組が求められます。 

【主な取組】 

■学校施設の耐震化率 100％に向けて、計画的に事業を実施します。 

■計画的に防犯施設の整備や施設改修を実施し、定期的な安全点検を行います。 

■トイレ環境の整備や空調設備等の施設整備を行います。 

【成果目標・成果指標】 

◎学校施設の耐震化率を 100％にします。 

◎「教育施設・環境充実」の満足度を向上させます。 

 

 



 

ともに学び 育ち合う 共 育きょういくのまち鳴門 

31 

 
 

第
４
章
 
基
本
計
画
 

 

施策② 生命を守る防災・安全教育の推進 

学校や地域の実情に応じた危機管理に努めるとともに、災害についての正しい知識と的

確な判断力を身に付けることのできる防災教育を推進します。    

【現状】 

●学校と家庭、地域が連携して避難訓練を実施するなど、地域の実情に応じた避難訓練が

行われています。 

●平成 25 年度に策定した「鳴門市学校・幼稚園防災推進計画」に基づき、ヘルメットや

懐中電灯等の災害対応備品等を幼稚園、小中学校に整備しています。 

●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を全小中学校に整備するとともに、各学校で使用方法の

講習会を実施しています。 

●平成 26 年度に策定した「鳴門市通学路交通安全プログラム」に基づき、地域住民や関

連機関と連携して通学路の安全確保を行っています。 

●児童の安全を見守るスクールガードリーダー

(注３)

が各小学校を巡回し、登下校時の見守

り活動を行っています。 

【課題】 

◆各学校においては、それぞれの地域で災害規模や内容を想定しながら、日常的な備えや

危機管理体制を整えておく必要があります。 

◆全国的に通学中の交通事故や不審者による危害等が発生しており、引き続き子どもたち

の安全の確保が求められます。 

◆アンケート結果から、「学校での防災・安全教育」、「地域での防災・安全教育」につい

て、保護者の要望や満足度が高く、継続した取組が求められます。 

【主な取組】 

■家庭や地域と連携した避難訓練を実施するなど、継続した防災安全教育を進めます。 

■学校における危機管理マニュアルの整備や連絡体制の整備を引き続き実施します。 

■通学中の児童生徒の安全確保のため、通学路の安全点検や通学中の見守り活動を実施し

ます。 

【成果目標・成果指標】 

◎家庭や地域と連携した避難訓練を実施する学校の割合を増やします。 

◎通学路安全点検プログラムに基づく改善が必要な箇所を減らします。 

 

（注３）子どもの安全を守るために、通学路の巡回活動、不審者対応についての学校へのアドバイス、各地域で子

どもを見守る「学校安全ボランティア（スクールガード）」の指導等の活動を行う。  
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（２）安全で安心な学校給食の提供と食育の推進 

 

施策① 安全で安心な学校給食の提供 

学校における完全学校給食の実施と安全で安心な学校給食の提供に努めます。    

【現状】 

●学校給食は、大麻中学校区の幼稚園、小中学校は大麻学校給食センターでの共同調理方

式をとっていますが、それ以外の各学校は自校調理方式により完全学校給食を実施して

います。 

●子どもたちの食生活が変化し、生活習慣病になる子どもも増加しています。 

●食物アレルギーを有する子どもが増加しており、学校給食においても対応を行っていま

す。 

【課題】 

◆自校調理方式の学校では、給食施設の老朽化等から修繕費が増加しており、市全体の学

校給食の実施体制について引き続き検討する必要があります。 

◆自校調理方式の学校のうち、子どもの数が多い学校と少ない学校とでは、食材の仕入れ

コストや献立に差があります。 

◆食物アレルギーを有する子どもへの対応やドライ方式への切り替え等、衛生管理の強化

が必要です。 

◆アンケート結果から、「学校給食、食育推進」について、保護者の要望や満足度が高く、

継続した取組が求められます。 

【主な取組】 

■新学校給食センターの早期完成と稼動開始に向けて、食材供給システムの検討等を進め

るとともに、積極的な情報提供を行い、保護者等の疑問や不安の解消に努めます。 

■食物アレルギー対応を踏まえた献立内容の工夫や食材の原材料表示、調理場での安全性

を考慮した給食の提供に努めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎新学校給食センターの早期稼働をめざします。 

◎完全学校給食の維持と学校給食に対する満足度を向上させます。 
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施策② 食育の推進 

子どもから大人まですべての人が望ましい食習慣を身に付けられるよう、家庭や地域等

と連携した食育を推進します。    

【現状】 

●食生活の多様化が進むなかで、朝食の欠食や偏食等、子どもの食生活の乱れがあります。 

●肥満や過度の痩身、生活習慣病の増加等、子どもたちの健康を取り巻く状況が変化して

います。 

●身近な地域の自然、食文化、産業等についての関心が薄れ、地域の伝統的な食文化が失

われつつあります。 

●毎月 19日を「なると学校食育の日」と定め、地産地消と食育の推進を図っています。 

●鳴門市食育推進計画（平成 22年 10 月）に基づき、食を通じた健康な心と体を保ち、豊

かな人間性を育てる食育を推進しています。 

【課題】 

◆家庭や学校において、生涯を通じて健康な望ましい食習慣を身に付けることや、生産者

等、食に関わる人への感謝の気持ちを育てていくことも必要です。 

◆食や健康等、食育に関する学習機会の提供については、ニーズの変化や男女協働参画と

いった観点からも内容を見直していく必要があります。 

◆アンケート結果から、「子育て・子どもの健康に関すること」「料理教室」を受講したい

と回答した保護者が多く、子どもの健康や食に関する生涯学習ニーズがあります。 

【主な取組】 

■各学校において、食育全体計画に基づき、各教科や総合的な学習の時間等における食に

関する指導の充実を図ります。 

■学校教諭及び学校栄養教諭と養護教諭が連携し、子どもの食生活が健康や学習等に対す

る意欲に及ぼす影響等を調査研究するとともに、効果的な指導を推進します。 

■子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解の促進のため、学校給食の献立内容の

充実を図ります。 

■学校給食における地場産物の活用推進や米飯給食の一層の普及・定着を図りつつ、地域

の生産者や生産物情報の提供に努めます。 

■各種学級等の生涯学習機会を通じて、食育を推進します。 

【成果目標・成果指標】 

◎学校給食における地場産物の使用割合を増やします。 

◎毎日朝食を食べていると回答する児童生徒の割合を増やします。 
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（３）鳴門教育大学との連携の推進 

 

施策① 学園都市化構想の推進 

鳴門教育大学との協定に基づき、本市教育の様々な分野において、大学との連携により

学園都市化を推進します。    

【現状】 

●平成 25 年２月に市、市教育委員会、鳴門教育大学の３者で鳴門市学園都市化構想協定

を締結しています。 

●協定に基づき、鳴門町をモデル地区として、就学前教育・保育、生徒指導、課外活動等

の６項目について取組を進めています。 

●鳴門教育大学の学生が、学習支援や特別支援、部活動支援、英検支援等、幼稚園、小中

学校での教育活動においてボランティアを行っています。 

●生涯学習出前講座において、鳴門市と鳴門教育大学との連携事業講座として、豊富な学

習メニューが提供されています。 

【課題】 

◆市内に鳴門教育大学がある強みをさらに生かした取組が求められます。 

◆アンケート結果から、「大学との連携」について、保護者の要望や満足度が低く、取組

への理解を求める必要があります。 

【主な取組】 

■鳴門教育大学との連携のもと、学生による学習活動を支援する学習支援サポーター、特

別支援教育サポーター、部活動等支援ボランティア、中学校英検学生サポーター等の取

組を進めます。 

■児童図書室等の大学施設や教育支援講師等の派遣等、鳴門教育大学の教育資源を有効活

用する取組を進めます。 

■鳴門教育大学との連携について、市民への広報強化に取り組みます。 

【成果目標・成果指標】 

◎鳴門教育大学との連携に関する市民の認知度の向上を図ります。 

◎鳴門教育大学と連携して地域に向けた公開講座数や大学開放状況の向上を図ります。 
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施策② 校種間連携の推進 

就学前から義務教育、高等教育まで、子どもの発達や学びの連続性を確保する教育を推

進します。    

【現状】 

●「小一プロブレム」「中一ギャップ」等、進学の際の児童生徒の不適応が指摘されてい

ます。 

●平成 22～23 年度にかけて、徳島県教育委員会の研究指定を受けて、幼小中連携推進モ

デル事業『学びのかけ橋プロジェクト』を実施しました。 

●中一ギャップの解消や、学力の向上等のために、小中一貫教育を実施する例や、学校教

育法の改正により義務教育学校の設置が可能となっています。 

●瀬戸中学校区において、小中一貫教育の実現に向けて、「瀬戸中学校区幼小中一貫教育

推進委員会」を立ち上げ、検討を進めています。 

【課題】 

◆幼稚園及び小学校、中学校のすべての教職員の共通理解のもと、連続性のある教育活動

を推進していくことが、これまで以上に求められています。 

◆アンケート結果から、「保育所、幼稚園、学校の連携、接続」について、小中学生保護

者の要望が低く、重要性への理解を求める必要があります。 

【主な取組】 

■各中学校区において、幼稚園、小中学校の円滑な接続が図られるよう、校区の実情に応

じた連携を進めます。 

■鳴門教育大学と連携しながら、幼稚園から小中学校までの 11 年間を見通した教育の制

度化実現に向けた研究を行います。 

■鳴門中学校区においては、鳴門教育大学との連携のもと、保育所、幼稚園、小中学校の

連携の研究を行います。 

■瀬戸中学校区においては、小中一貫教育に向けて、教員を対象とした研修会を行います。 

【成果目標・成果指標】 

◎小中一貫教育や保育所、幼稚園、小中学校の連携に関する認知度の向上を図ります。 
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（４）外国語教育・国際理解教育の推進 

 

施策① 外国語教育・国際理解教育の推進 

豊かな国際感覚とコミュニケーション能力を身に付けた「世界にはばたく鳴門の子ど

も」の育成をめざして、発達段階に応じた国際理解教育や外国語教育を推進します。    

【現状】 

●学習指導要領の改訂に伴い、平成 23 年度から小学校５、６年生で週１時間の外国語活

動が導入され、平成 24 年度からは中学校での英語の授業時数が週４時間へと増えてい

ます。 

●ＡＬＴ（外国語指導助手）の派遣等、外国語活動の推進を図っています。 

●鳴門教育大学の留学生を各小中学校に招き、文化の違いについて学ぶ機会を設けるな

ど、国際理解教育を進めています。 

【課題】 

◆急速なグローバル化に対応した、国際共通語としての英語力や異文化を理解すること

や、コミュニケーション能力の養成が求められます。 

◆アンケート結果から、「国際理解教育・外国語教育推進」について、保護者の要望が高

くなっており、早急かつ重点的な取組が求められます。 

【主な取組】 

■ＡＬＴ（外国語指導助手）を市内幼稚園、小中学校に派遣し、国際理解教育や外国語教

育の充実を図ります。 

■小中学校教員の指導力向上に向けた授業支援・研修等を実施します。 

■中学生への英検受験料補助を行い、受験率の向上をめざします。 

■意識調査や英語能力判定テストを通じた実態把握に努めるとともに、指導改善に生かし

ます。 

■研究指定校（地区）を設け、先行研究を進め、市全体の外国語教育の推進へとつなげま

す。 

■小学校外国語活動の充実に向けて、外国語活動支援員等を配置し、豊かな授業づくりの

充実に努めます。 

■小学校外国語活動と中学校英検指導へのサポートとして、鳴門教育大学の学生サポータ

ーを派遣します。 

■児童生徒の意欲向上に資するため、海外で活躍する人の講演会やイングリッシュキャン

プ等を実施します。 

【成果目標・成果指標】 

◎外国の人に英語で話しかけられたら英語で答えると回答する中学２年生の割合を増や

します。 

◎中学３年生の段階における英検３級以上合格者の割合を増やします。 
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２ 自ら学ぶ力を育む教育の推進 

 

（１）学習指導の充実 

 

施策① 学力向上の推進 

基本的な学習習慣や生活習慣を身に付け、確かな学力の定着を図ることにより、自ら学

び、考え、行動する力を育てます。    

【現状】 

●徳島県学校マネジメント・学力向上実行プラン（平成 25年２月）に基づき、幼稚園、

小中学校において、学力向上推進員を中心に、学力向上実行プランを作成し、学力向上

に取り組んでいます。 

●全国学力調査の、県における平均正答率の推移をみると、小学生は平成 22 年度以降

年々降下し、平成 26年度には－3.6 点となっています。中学生は年度によって上下し

ていますが、平成 26年度には低下し、－0.8点となっています。 

●平成 27年度全国学力調査の本市の平均正答率は、国・県の平均正答率を下回っている

教科があり、判断力や表現力、学習意欲、学習習慣の点で課題がみられます。 

【課題】 

◆過去５年間の「全国学力・学習状況調査」において、県は全国平均を下回ることが多く、

判断力や表現力、学習意欲や学習習慣の点で課題が指摘されています。 

◆学習習慣を身に付けさせるなど家庭での教育を充実させる必要があります。 

◆アンケート結果から、「学力向上」について、保護者の要望が高くなっており、早急か

つ重点的な取組が求められます。 

◆アンケート結果から、「基礎的な学力の習得や、自らが考え、判断する学習」について、

保護者の要望が高くなっていますが、基本的な学習習慣の確立とともに、学力向上も踏

まえた、さらなる取組の強化が求められます。 

【主な取組】 

■引き続き、「全国学力・学習状況調査」や「徳島県学力ステップアップテスト調査」に

参加し、調査結果を基にした課題把握と授業改善に取り組みます。 

■学力向上実行プランに基づき、学校ごとに自らの教育活動の検証・改善を組織的に進め

るとともに、教師の指導力向上を図ります。 

■家庭学習の手引き等を活用し、家庭での学習支援と定着を図ります。 

■学校関係者や有識者、市教育委員会で組織する鳴門市学力向上推進委員会を設置し、各

学校が連携して情報収集や調査結果の分析を行うとともに、具体的な対策について研究

を進め、全市一体となった取り組みを進めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」について、目標の設定と結果に基づく改善を実施します。 

◎家庭での学習時間を増やします。 

◎家庭での学習を促すような働きかけをよくしたと回答する学校を増やします。 
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施策② ＩＣＴ教育の推進 

必要な情報を主体的に収集・判断・処理等し、発信・伝達等ができるＩＣＴ

(注４)

活用能

力の育成に取り組みます。    

【現状】 

●新学習指導要領には、各教科における指導のなかで、児童生徒がコンピュータや情報通

信ネットワーク等の情報手段を適切に活用できるようにするための学習活動を充実する

こと、情報モラルを身に付けることとされています。 

●携帯電話やスマートフォンが急速に普及し、ＳＮＳ

(注５)

でのやりとりをきっかけにいじ

め等のトラブルや、事件や事故に巻き込まれるなどの事例がみられます。 

【課題】 

◆アンケート結果から、「ＩＣＴ教育の推進」について、保護者の要望、満足度ともに低

く、継続した取組が求められます。 

◆アンケート結果から、インターネット等の使用環境のある家庭が９割、携帯電話、スマ

ートフォンを使用する中学生が６割を超えています。 

◆インターネットやスマートフォン、携帯電話が子どもたちの生活に身近なものとなって

いることがうかがえますが、アンケート結果から、メールや情報通信機能を利用したこ

とによるトラブルがおきたことはないという保護者の回答が半数を超えています。年齢

があがるにつれてトラブルにあった児童生徒が増えていることから、子どもの実態の把

握に努める必要があります。 

【主な取組】 

■「わかる授業」を展開するための電子黒板等のＩＣＴ機器の効果的な活用に関する取組

を進めます。 

■電子黒板やＩＣＴ機器等、教育の情報化に対応した教育環境を構築し、鳴門教育大学と

連携した校内研修、授業研究会等を支援します。 

■教職員の情報教育機器活用能力の向上のため、訪問指導や授業支援を行います。 

■インターネットやスマートフォンを使用するうえでの注意点や危険性を各家庭に周知

するとともに家庭での使用ルールづくりを支援します。 

【成果目標・成果指標】 

◎電子黒板等の導入台数と授業での使用頻度を増やします。 

◎インターネットやスマートフォンの使用ルールを決めている家庭を増やします。 

 

（注４）情報通信技術（Information and Communication Technology） 

（注５）ソーシャルネットワーキングサービス（ Social Networking Service）。人と人との交流を目的としたＷ

ＥＢサービスの総称。 

 

 

 

 



 

ともに学び 育ち合う 共 育きょういくのまち鳴門 

39 

 
 

第
４
章
 
基
本
計
画
 

 

施策③ キャリア教育の推進 

自然体験や様々な体験活動を通じて、子どもの社会的・職業的自立に必要な能力や態度

の育成等、発達段階に応じたキャリア教育
（注６）

を推進します。    

【現状】 

●子どもたちの働くことへの意欲は高いが、職業に対する理解が不十分であること、地域

や社会の出来事への関心や自己肯定感が低いこと、将来の夢や目標に向かって努力する

気持ちや、課題対応意識の低さ等が指摘されています。 

●徳島県キャリア教育推進指針（平成 26年３月）に基づき、各学校においてキャリア教

育に関する年間計画を作成しています。 

●キャリア教育の必要性や意義の理解について、教職員一人ひとりの受け止め方や水準に

ばらつきがあることが指摘されています。 

【課題】 

◆教職員のキャリア教育についての理解を深め、指導力を高める必要があります。 

◆子どもたちの発達段階に応じた、多様な体験的活動を実施する必要があります。 

◆各学校において、地域と連携しながら体験的な学習活動を実施するための受入先を確保

する必要があります。 

◆アンケート結果から、「職業体験、社会見学実施」に対する要望や満足度が高く、継続

した取組が求められます。 

【主な取組】 

■各学校において、キャリア教育年間計画に基づき、学校全体でキャリア教育に取り組み

ます。 

■職場体験、インターンシップ等の体験活動を通じて、子どもたちのキャリア発達を促す

教育を推進します。 

■教職員に対して、キャリア教育の推進に向けた研修を行います。 

【成果目標・成果指標】 

◎児童生徒の進路に向けた意識を向上させます。 

◎将来の夢や目標をもっている児童生徒の割合を増やします。 

◎教科学習が将来社会に出たときに役立つと思う児童生徒の割合を増やします。 

 

 (注６)一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア

発達を促す教育のこと。 
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（２）就学前教育の充実 

 

施策① 就学前教育の充実 

一人ひとりが心豊かでたくましく生きる力の基礎を育むことができる就学前教育を推進

するとともに、家庭や地域と連携した子育て支援に取り組みます。    

【現状】 

●市内には、公立の幼稚園が 13 園、私立の幼稚園が１園、公立の保育所が４か所、私立

の保育所が 15 か所、認定こども園が１園あります。 

●本市の公立幼稚園は、小学校に併設しており、平成 27 年５月現在で４、５歳児の

82.0％が就園していますが、園児数は減少傾向にあり、平成 27 年には 845 人（うち公

立幼稚園は 708 人）となっています。 

●公立幼稚園でもっとも園児数の多い精華幼稚園は 100 人、もっとも少ない鳴門東幼稚園

では６人と、園児数の差が大きくなっています。 

●一時預かり事業（午後保育）を公立幼稚園では、12園で実施しており、土曜日も５園

で実施していますが、利用希望者が増加傾向にあります。 

【課題】 

◆子ども・子育て支援新制度への移行により、市全体の就学前教育・保育のあり方につい

て、検討していく必要があります。 

◆一時預かり事業の利用が増加しており、保育担当者の勤務体制や施設整備に課題があり

ます。 

◆アンケート結果から、幼稚園の再編について、幼稚園保護者の過半数が何らかの方針で

再編を進めた方がよいと回答していますが、「幼稚園の再編は少人数園となっても小学

校と一体として考えた方がよい」という意見も４割あります。 

【主な取組】 

■子どもの発達段階に応じた計画的な教育活動を推進します。 

■保育所、認定こども園、小学校、地域と連携し、子どもの発達段階に応じた課題等を共

有し、スムーズな就学への取組を進めます。 

■計画的な教員採用と臨時教員の適正配置に努めるとともに、研修等による教員の資質の

向上を図ります。 

■一時預かり事業や未就園幼児の親子登園等の取組を通じて、地域の子育て支援機能の充

実を図ります。 

■私立保育所等の認定こども園への移行状況や将来的な幼児数の見込み、また保護者や有

識者の意見も踏まえながら、市全体の就学前教育・保育という視点で公立幼稚園のあり

方について、検討を進めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎子どもは喜んで幼稚園に行っていると回答する保護者の割合を増やします。 

◎一時預かり事業の活動に対する満足度の向上を図ります。 

◎就学前教育・保育における公立幼稚園のあり方を検討します。 
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（３）特別支援教育
(注７)

の充実 

 

施策① 特別支援教育の充実 

特別な教育的ニーズのある子どもに対して、そのもてる力を最大限に高め、生活や学習

上の困難を改善または克服するための適切な指導及び必要な支援を行います。    

【現状】 

●市内のすべての小中学校に特別支援学級を設けており、本市の特別支援学級に在籍する

生徒は平成 27 年５月現在 157名で、年々増加傾向にあります。 

●一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育支援を行うため、教育支援委員会を設置

し、保護者との相談を重視した早期支援を行っています。 

●個別に特別な支援を要する幼児児童生徒に対し、学習や生活支援を行う特別支援教育支

援員及び特別支援教育サポーター（学生ボランティア）を幼稚園、小中学校に配置して

います。 

【課題】 

◆特別な支援を必要とする子どもの増加に加え、障がいの内容や必要な支援も多岐にわた

るため、適切に対応していく必要があります。 

◆アンケート結果から、「特別支援教育」において、本市が取り組むべきこととして、「個々

の子どもの特性にあった支援」「友だちや集団とのかかわりのなかでともに育ちあう環

境」となっています。 

【主な取組】 

■個別指導計画や個別の教育支援計画を作成するなど、一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た指導を行います。 

■校内支援体制と教職員研修の充実を図るとともに、特別支援教育への理解を図るため家

庭や地域への普及啓発を推進します。 

■個別に特別な支援を要する幼児児童生徒に対し、学習や生活の支援を行う特別支援教育

支援員、学生ボランティアによる特別支援教育サポーターを配置します。 

■医師、大学教員等、各分野の専門家で組織する教育支援委員会を設置するとともに、特

別支援教育コーディネーターを活用し、保護者との相談を重視し早期支援に努めます。 

■特別支援教育推進組織として、地域連携協議会を設置し、子どもの発達・教育相談会の

開催、個別ケース会議、教職員研修等を実施します。 

【成果目標・成果指標】 

◎特別支援教育に対する認知度の向上を図ります。 

◎ノーマライゼーション

（注８）

やユニバーサルデザイン

（注９）

等の理念の普及を図ります。 

 

(注７)障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児

童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服す

るため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 

(注８)社会的に不利を受けやすい人々が、社会のなかで他の人々と同じように生活し活動することが社会の本来

あるべき姿であるという考え方。 

(注９)できるだけ多くの人々が利用可能であるように、製品、建物、空間等をデザインすること。 
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（４）家庭教育の推進 

 

施策① 家庭教育の推進 

家庭教育がすべての教育の出発点であるという認識のもと、学校や地域と家庭が連携し

て子どもの教育に取り組むことができる環境づくりを推進します。    

【現状】 

●家庭の教育力の低下や家庭と地域とのつながりの薄れが指摘されています。 

●子どもたちの学力向上を目的として、家庭学習の手引きを各学校で作成しています。 

●子どもがいる世帯においても生活に困窮する家庭が増加しており、家庭教育が困難な事

例があります。 

【課題】 

◆子育てや教育が困難であることに関する悩みを抱える家庭もあることから、様々な主体

と連携して家庭への支援を行っていく必要があります。 

◆アンケート結果から、家庭と地域の「かかわりが弱くなっている」と回答する方が半数

を超えていますが、家庭・学校・地域等の教育の場面で、「協力できる機会があれば協

力したい」と回答する方が７割を超えています。 

◆アンケート結果から、子育てに対して、進学や進路、いじめ、教育方法、費用等の不安

があると回答する保護者が多くなっており、家庭への支援が必要となっています。 

◆アンケート結果から、子どもたちの道徳心や公共心が「低下している」と思うという回

答が多く、「家庭での教育を確実にする」ことが必要という回答が多くなっています。 

【主な取組】 

■幼稚園、小学校、中学校のＰＴＡ家庭教育学級等において、保護者を対象とした家庭で

の子育てや家庭教育に関する学習活動を支援します。 

■各学校において家庭学習の手引き等の周知啓発を行い、子どもの家庭学習を支援しま

す。 

■子育てに関する相談や支援を充実するとともに、経済的な理由により就学が困難な家庭

の支援を行います。 

【成果目標・成果指標】 

◎家庭での学習時間を増やします。 

◎家庭での学習を促すような働きかけをよくしたと回答する学校を増やします。 
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（５）社会教育の充実 

 

施策① 生涯学習の推進 

すべての人が生きがいをもっていきいきとした生活がおくれるよう、自由に学習機会を

選択し、自ら進んで学び、学習の成果を地域で生かすことができる生涯学習社会の実現を

めざします。    

【現状】 

●高齢者学級や女性学級、成人学級等の各種学級の他、様々な講座等を開設するととも

に、社会教育団体の指導育成を行っています。 

●高齢者が増加しており、余暇時間を生かした生涯学習やボランティア活動のニーズが高

くなっています。 

【課題】 

◆生涯学習活動で得た知識や技能を地域で生かすことができる仕組みづくりが必要です。 

◆市民のニーズの変化に応じた講座や学習機会を提供していく必要があります。 

◆地域の優れた人材や資源を生かして地域貢献活動につなげていく必要があります。 

◆アンケート結果から、幼稚園、小中学校保護者においては、スポーツ・レクリエーショ

ンや料理、子育てや子どもの健康に関する生涯学習ニーズが高くなっています。 

【主な取組】 

■各種学級、講座や各社会教育団体のリーダー養成を支援するため、指導者研修等を充実

します。 

■社会教育団体相互の協力体制や情報交換ネットワークの強化を図るとともに、団体活動

の先進事例や講師に関する情報、活動財源に関する情報の提供に努めます。 

■各種学級、講座や生涯学習まちづくり出前講座等の学習内容の充実と、学習方法の改善

を図ります。 

■各地域において、地域の優れた人材や地域資源を生かした学習機会の創出に努めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎身に付けた知識・技能や経験を生かしている人の割合を増やします。 

◎現代的・社会的な課題に対応した学習を行った人の割合を増やします。 
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施策② 公民館活動の推進 

地域に密着した学習の拠点として、地域のニーズに応じた多様な学習機会を提供し、地

域と連携した公民館運営を進めます。    

【現状】 

●大規模公民館９館、小規模公民館３館で地域に根ざした公民館活動を行っています。 

●地域の自治活動等、地域ニーズの拡大に対応するため、大規模公民館では地区自治振興

会やＮＰＯ法人に公民館の運営の一部を委託し、弾力的な運用を図っています。 

●多くの公民館が昭和 40 年代から 50 年代に建築されたものであり、施設や設備の老朽化

がみられます。 

【課題】 

◆公民館を利用する世代に偏りがあり、若年層の生涯学習活動における利用を図っていく

必要があります。 

◆計画的に修繕等を行い、施設・設備の改善を図っていく必要があります。 

◆アンケート結果から、「公民館・地域のボランティア活動」に対する幼稚園、小中学生

保護者の要望が低く、重要性への理解を求める必要があります。 

【主な取組】 

■地域の生涯学習を担う拠点施設として、地域のニーズに即した学習機会の提供を行いま

す。 

■社会教育指導員がコーディネーターとして実施する各種学級、講座を通じて、地域人材

の発掘や指導者を育成します。 

■地域のニーズに対応するため、段階的に修繕等で施設・設備の改善を図ります。 

【成果目標・成果指標】 

◎公民館で行われる地域の行事等への参加者の増加、学習内容の充実を図ります。 
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３ 豊かな心を育む教育の推進 

 

（１）人権教育の充実 

 

施策① 学校における人権教育の推進 

人権教育の改善・充実を図り、人権尊重の態度や行動を育成し、同和問題をはじめ様々

な人権問題を解決する確かな人権教育を推進します。    

【現状】 

●知的理解の深化と人権感覚の育成を図る人権学習に取り組むとともに、教職員研修を充

実させ、全教職員が一体となった人権教育を推進しています。 

●鳴門市人権教育研究大会を開催し、保育所、幼稚園、小中学校の公開授業（保育）や学

校教育・社会 教育の分科会研究討議等を行い、人権教育の実践的研究を深め、人権教

育の改善・充実を図る取組を推進しています。 

【課題】 

◆今後は学校を核として学校・家庭・地域が一体となった人権教育をより一層推進し、地

域ぐるみ、市民ぐるみで同和問題の解決とすべての人の人権が尊重される社会の実現に

努める必要があります。 

◆アンケート結果から、「人権問題を考える機会」や「人権問題について相談できる体制」

に対する要望が低く、重要性への理解を求める必要があります。 

【主な取組】 

■人権教育の推進者としての教職員の資質向上を図るため、教職員研修を充実させ、全教

職員が一体となった人権教育を推進します。 

■「徳島県人権教育推進方針」「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりま

とめ］」等の知見を踏まえ、知的理解の深化と人権感覚の育成を図るため「体験を通し

た学習」を重視した人権学習に取り組み、人権を尊重する行動がとれる力の育成を図り

ます。 

■同和教育の成果や手法等への評価を踏まえ、人権教育のさらなる改善・充実を図ります。  

■校種間の連携を密にし、研修や情報交換を行い、発達段階を踏まえ、地域の実情に応じ

た系統的な人権教育の推進を図るとともに、地域の資源を活用した授業・教材づくりに

努めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎「人権問題を考える機会」や「人権問題について相談できる体制」の満足度、重要度を

向上させます。 
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施策② 社会人権教育の充実 

すべての市民が様々な人権問題を解決する意欲と実践力を高められるよう、学習内容・ 

手法の改善、充実及び学習機会と場の拡充を図ります。    

【現状】 

●すべての市民が、人権問題のもっとも重要な課題として同和問題について正しく認識

し、自らの課題として完全解決のために行動することをめざして、これまでの同和教育

の成果や手法を生かした人権教育の構築を図り、講演会、研修会を開催するとともに、

各種学級・講座や社会教育関係団体、各種機関・団体、企業等で学習活動を推進してい

ます。 

●11 月 10 日から 12 月 10 日までを「鳴門市人権教育推進強調月間」とし、市内各地で

人権文化祭をはじめとした各種行事を実施し、すべての市民が人権尊重と部落差別解消

への取組を強め「差別を許さない市民運動」を進めています。 

●鳴門市人権教育推進協議会及び市内 13地区に組織されている地区人権教育推進協議会

の活動を支援する他、同和問題解決への取組を通して市民の人権意識の高揚を図り、す

べての差別をなくすための実践活動の充実や活発化に努めています。 

【課題】 

◆偏見や差別は、今なお様々な形態で存在しており、今後も継続した取組が求められてい

ます。日常生活のなかでも、お互いの人権を尊重し考え行動する、人権を大切にする文

化の定着を図っていく必要があります。 

◆アンケート結果から、「人権問題を考える機会」や「人権問題について相談できる体制」

に対する要望が低く、重要性への理解を求める必要があります。 

【主な取組】 

■社会教育関係の指導者や職員の研修を充実し、指導体制の強化に努めます。  

■各種学級・講座、団体・機関、企業等において、同和問題をはじめとする様々な人権問

題についての学習の推進、系統的・継続的学習の機会と場の拡充を図ります。 

■視聴覚教材や資料の充実等、魅力ある学習内容・手法の充実を図ります。 

■鳴門市人権教育推進協議会や地区人権教育推進協議会、企業部会の活動支援に努めま

す。 

■「鳴門市人権教育推進強調月間」における啓発活動をはじめ、各種講演会、啓発パンフ

レット等の作成と配布等、あらゆる機会と場をとらえて、市民一人ひとりの人権意識の

高揚、啓発活動の推進・充実に努めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎「人権問題を考える機会」や「人権問題について相談できる体制」の満足度、重要度を

向上させます。 
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（２）道徳教育の充実 

 

施策① 道徳教育の充実 

学校や家庭、地域が連携して、他人を思いやる心や感謝する心、豊かな情操をもった子

どもを育てる道徳教育を推進します。    

【現状】 

●子どもたちの規範意識の低下や、あいさつ等の社会生活を営むうえで必要な力が欠けて

いることが指摘されています。 

●教育基本法では、教育の目的に「豊かな情操と道徳心を培う」と示されており、教育基

本法の改正を受けて学習指導要領が改訂され、小中学校においては、道徳教育推進教師

が中心となって道徳教育の全体計画を作成し、これに基づき道徳教育を進めています。 

【課題】 

◆学校においては、学校生活全体を通じて、豊かな情操や道徳心が育まれる活動や体験を

提供することが必要です。 

◆子どもの成長段階に応じて道徳心や公共心を醸成していくには、学校だけではなく、家

庭や地域と連携していくことが重要です。 

◆アンケート結果から、「道徳・人権教育推進」に対する要望、満足度とも比較的高くな

っていますが、子どもたちの道徳心や公共心が「低下している」と感じる保護者が多く、

さらに、子どもに「人を思いやり、支えあう優しい心をもつようになってほしい」と回

答する保護者が多くなっています。 

【主な取組】 

■道徳教育の全体教育に基づき、発達段階に応じた道徳教育を推進します。 

■教育活動全体を通じて、子どもたちの豊かな情操を育てる教育と道徳教育の充実に努め

ます。 

■教員の道徳教育への理解を深めるとともに、教員一人ひとりの指導力の向上を図りま

す。 

【成果目標・成果指標】 

◎学校の規則を守っていると回答する児童生徒の割合を増やします。 

◎人の気持ちがわかる人間になりたいと思う児童生徒の割合を増やします。 

◎人の役に立つ人間になりたいと思う児童生徒の割合を増やします。 
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（３）青少年健全育成の推進 

 

施策① 青少年健全育成の推進 

地域と一体となって子育て環境を整備し、子どもの居場所づくりや体験活動、奉仕活動

等の機会を提供します。また、青少年の非行防止、更生指導や環境浄化に努め、心身とも

に健康な青少年を育成します。    

【現状】 

●青少年の規範意識や道徳心・自立心の低下といった深刻な状況が顕在化しています。  

●家庭・学校・地域の役割を明確にし、それらの連携によって様々な活動機会を提供する

ことが求められています。 

●地域のつながりを強化し、豊かな人間性を育むとともに、青少年が自ら学び自ら考え

る、「生きる力」を育むことが重要となっています。 

●青少年センターでは、地域安全ネットワークの構築や青少年の非行防止、更正指導や環

境浄化を行っています。 

【課題】 

◆市民の活動を支援するため、学習プログラムや指導者に関する情報提供、地域の教育施

設の有効活用、指導者の育成を図ることが重要となっています。 

【主な取組】 

■子ども会指導者養成講座「杉の子学校」をはじめ、リーダー研修会等、体験活動の充実

を図り、子ども会や青少年育成団体の指導者研修に対する支援を強化します。 

■高校生や青年リーダーの研修に努め、ボランティア精神を培い、次代の指導者の養成を

促進します。  

■青少年団体への指導者の紹介、各種補助事業等の情報提供や申請手続き、各種交流事業

等への支援を行います。 

■小学校区ごとに地域の保護者や青少年育成団体等地域の方々の参画を得て、放課後や休

日等に子どもたちがスポーツ・文化活動や学習、地域住民との交流活動を実施する「放

課後子供教室推進事業」を実施します。  

■学校における、より効果的な家庭教育活動を支援します。 

■社会教育団体・自治組織等と連携して、市内全体の青少年健全育成の強化に努めます。 

■若者が主体的に参画する成人式の実施について検討を行います。 

■学校や関係機関と連携を図り、効果的な補導活動を実施するとともに、問題のある児童

生徒は、補導後も適切な継続指導に努め、生活の確立と学校生活への早期復帰を支援し

ます。  

■青少年への有害図書等の回収ポストの設置等による有害環境浄化活動の推進を図りま

す。 

■活動概要「みちびき」や「ハマボウ」等の広報誌を通じ、非行防止や健全育成の広報活

動を積極的に推進するとともに、「うずっ子ダイヤル」の活用等、子どもの悩みに対応

できる相談体制づくりに努めます。    
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【主な取組】（続き） 

【成果目標・成果指標】 

◎地域の行事に参加する児童生徒の割合を増やします。 

◎学校の規則を守っていると回答する児童生徒の割合を増やします。 

 

 

施策② いじめ、不登校への対応 

関係機関と連携して、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組むとともに、不

登校児童生徒への早期対応に努めます。    

【現状】 

●「鳴門市青少年センター運営協議会」（「鳴門市いじめ問題対策連絡協議会」を兼ねる）

や「鳴門市いじめ問題等対策委員会」において、いじめの防止等の対策を実効的に行

い、学校と連携した対応を図っています。 

●不登校の問題について、適応指導教室（うず潮教室）で、教育相談や自立支援等の対応

を図っています。 

●国においては、フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒の現状を踏まえ、学校外での学

習の制度上の位置づけや、子どもたちへの支援策の在り方について検討を行っていま

す。 

【課題】 

◆いじめや不登校の問題については、生命や将来の人格形成に関わる極めて重大な問題で

あることから、その未然防止や早期発見、早期対応等の取組が求められます。 

◆学校や保護者と積極的に連携・相談しながら、児童生徒の個々の状況に応じた効果的な

取組を行うとともに、国における学制等の見直しに応じた対応を図っていく必要があり

ます。 

◆アンケート結果から、「不登校・いじめ問題の解消」に対する要望が高くなっており、

早急な対応が求められます。 

【主な取組】 

■いじめや不登校に悩む児童生徒や保護者、学校に対する教育相談活動の充実に努め、連

携し解決に努めます。 

■学校へ行きづらい児童生徒の居場所として、適応指導教室（うず潮教室）において、個々

の状況に応じた自主活動やグループ活動を通じ、コミュニケーション能力を高め、自立

し、学校復帰できる支援体制の整備と活動内容の充実を図ります。 

【成果目標・成果指標】 

◎学校に行くのが楽しいと回答する児童生徒の割合を増やします。 

◎自分には、よいところがあると思うと回答する児童生徒の割合を増やします。 

◎いじめは、どんなことがあってもいけないことだと思うと回答する児童生徒の割合を増

やします。    
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（４）読書活動の推進 

 

施策① 読書活動の推進 

市民の教養、調査、研究等の活動に資するため、図書館資料の一層の充実と整備を図る

とともに、家庭や学校と連携して子どもの自主的な読書活動の支援に努めます。    

【現状】 

●市立図書館は、ＮＰＯ法人に業務を拡大委託し、開館時間の延長等、サービスの向上に

努めています。 

●子どもの読書活動推進計画に基づき、家庭、学校、図書館、社会施設等関係機関で読書

活動の推進に取り組んでいます。 

●一部の学校図書館においては、子どもの読書活動を支援するため学校図書館サポーター

を配置しています。 

【課題】 

◆すべての子どもが自主的に読書活動に取り組むことができる環境整備・充実に努め、子

どもたちが豊かな心を育み、生涯にわたって読書に親しみ、自ら学ぶことのできる力の

育成をめざす必要があります。 

◆学校や保護者と積極的に連携・相談しながら、一人ひとりの子どもの状況に応じた効果

的な取組を行っていく必要があります。 

◆アンケート結果から、「読書活動の推進」に対する要望、満足度が高くなっており、今

後も継続した取組が求められます。 

【主な取組】 

■図書館資料等の充実を図るとともに、インターネットを利用した図書館資料の提供等、

市民の多様化したライフスタイルに対応した図書館機能の充実を図ります。 

■ＮＰＯ法人との協働により、図書館業務や各種事業の充実に努めます。 

■すべての子どもが自主的に読書活動に取り組むことができる環境整備・充実に努めま

す。 

■学校図書館サポーターと司書教諭の連携による読書活動の推進を図るとともに、学校で

の読書活動の充実に向け、学校司書の配置を含め学校図書館の充実を図ります。 

■読書の生活化プロジェクトへの参加や全校一斉読書の推進等を通じて、児童生徒の読書

活動の充実を図ります。 

【成果目標・成果指標】 

◎読書が好きだと回答する児童生徒の割合を増やします。 

◎子どもが家庭でよく絵本を見ていると回答する保護者の割合を増やします。    
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４ 健やかな身体を育む教育の推進 

 

（１）子ども・青少年の体育・スポーツ機会の充実 

 

施策① 子ども・青少年の体育・スポーツ機会の充実 

学校における体育・スポーツ活動や地域のスポーツ活動の支援を行い、様々な種目に触

れる機会を確保し、子ども・青少年の健全育成をめざします。    

【現状】 

●過去１年間に運動・スポーツを実施していない小中学生の割合が、全国と比較して高く

なっています。 

●少子化によりスポーツ少年団の加入者や指導者の確保が難しくなっています。 

●運動習慣が身に付いていない青少年が増加するなかで、小中学校体育連盟が学校行事と

して行う体育行事、運動部活動の重要性が高まっています。 

【課題】 

◆団員や指導者の確保のため、スポーツ少年団同士の合併や総合型地域スポーツクラブと

の連携が必要です。 

◆競技力の向上を図るために、優秀な成績を残した選手を表彰するなどの取組を継続する

必要があります。 

◆アンケート結果から、「スポーツに親しめる環境」について要望が高くなっており、早

急な取組が求められます。 

【主な取組】 

■スポーツ関連組織と連携し、幼児期からスポーツに触れる機会を創出します。 

■活動ＰＲや指導者の確保、体育施設の使用等、スポーツ少年団の活動を支援します。 

■子ども・青少年の体力向上のため、スポーツ大会を開催するなど、スポーツ活動機会の

充実に努めます。 

■子ども・青少年のスポーツ活動充実を図るため、スポーツボランティアスタッフの発掘

と育成に努めます。 

■小中学生の体力増進と競技力向上、スポーツへの興味・関心喚起のため、小中体育連盟

が実施する体育活動を支援します。 

■競技力向上のため、四国大会・全国大会等に出場する中学生の旅費等の経費負担を行い

ます。 

■スポーツ意欲向上のため、県記録の樹立や四国大会・全国大会で優秀な成績を残した小

中高生を表彰します。 

【成果目標・成果指標】 

◎過去１年間の運動・スポーツの非実施者の割合を減らします。 

◎全国体力・運動能力調査における小学校５年生、中学校２年生の体力合計点について、

全国平均以上を維持します。    
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（２）ライフステージに応じた運動・スポーツ活動の推進 

 

施策① ライフステージに応じた運動・スポーツ活動の推進 

ライフステージに応じた運動やスポーツ活動が行えるように、機会の創出、活動の支援

等を通じて、生涯スポーツの推進を図ります。    

【現状】 

●週１回以上の運動・スポーツを実施している成人割合は、男性で 44.6％、女性で

30.6％となっています。 

●運動・スポーツを行う際の阻害要因は世代によって異なっています。 

●学校体育施設の開放を知らない市民が６割となっています。 

●スポーツボランティアの実施状況や実施希望の割合が全国平均より高くなっています。 

【課題】 

◆国の目標値に近づけるためにも、市民が今後行いたいスポーツ種目等、市民ニーズに対

応した取組が求められます。 

◆年齢、性別、障がいの有無を問わずスポーツ活動に取り組むことができる環境整備が求

められます。 

◆新たな社会施設の整備が課題となるなかで学校体育施設の有効活用が求められている

ことから、学校体育施設の開放をより広く周知することが必要です。 

◆受益者負担や管理運営方法等、学校体育施設の適切な管理運営が求められます。 

◆高齢者が増加するなかで、介護予防の一貫として健康づくり・体力づくりを進めること

が重要です。 

【主な取組】 

■市民のニーズに対応した多様な運動・スポーツの場を提供し、運動やスポーツへの参加

機会の拡充を図ります。 

■スポーツへの関心を高めることや参加へのきっかけづくりのため、鳴門クロスカントリ

ー大会やチャレンジデー等を開催します。 

■市民に身近なスポーツの場として小中学校の学校体育施設の開放と運営管理手法の検

討を行います。 

■スポーツ団体と連携し、スポーツ指導や大会の運営、団体の運営等に携わるスポーツボ

ランティアの拡充に努めます。 

■地元プロスポーツチームと連携し、市民のスポーツ観戦を促進します。 

■効果的なスポーツ情報の発信により、スポーツ参加の促進を図ります。 

■介護予防事業と連携し、スポーツイベントや介護予防教室を通じて、高齢者のスポーツ

の習慣化と健康増進を促進します。 

■増加する高齢者が気軽に始めることができるスポーツの場の拡充を図ります。 

■スポーツ団体と連携し、障がいのある人のスポーツ参加機会の拡充に努めるとともに、

スポーツ施設の整備・改善に努めます。 

■障がい者スポーツ・レクリエーション大会を支援します。 
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【主な取組】（続き） 

■スポーツ団体の練習や大会が継続的に行えるよう学校・社会体育施設の優先使用に配慮

します。 

■競技力の向上を図るため、全国大会及び世界大会に出場する選手の旅費等の経費を負担

し、大会出場を支援します。 

■選手のスポーツ意欲向上のため、全国大会や世界大会等で優秀な成績を残した選手等を

表彰します。 

【成果目標・成果指標】 

◎成人の週１回以上の運動・スポーツ実施割合 65％程度をめざします。 

◎鳴門市チャレンジデー60％以上の参加率をめざします。 

◎スポーツボランティアの実施率の向上をめざします。    

 

 

（３）市民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

 

施策① 市民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

体育協会、総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ関連組織をはじめとする関係者との

連携や市民との協働により、地域の運動・スポーツ環境の整備に取り組みます。    

【現状】 

●体育協会は主に加盟団体の活動支援を行っています。 

●スポーツ基本法に基づき、スポーツ推進委員を委嘱し、実技指導やスポーツ事業の運営

が実施されています。 

●今後行いたいスポーツとして、水泳やヨーガの希望者が多くなっています。 

【課題】 

◆体育協会には、加盟団体だけでなく、すべての市民を対象としたスポーツ支援が求めら

れます。 

◆市民が主体的に地域のスポーツ環境を整備するうえで、体育協会、総合型地域スポーツ

クラブ、スポーツ推進委員等のスポーツ関連組織と連携して取組を進める必要がありま

す。 

◆地域住民のニーズを踏まえたスポーツのコーディネートに積極的に取り組む必要があ

り、スポーツ推進委員の資質向上を図る必要があります。 

◆総合型地域スポーツクラブの認知度向上やスポーツ活動上の安全対策が必要です。 

◆水泳やヨーガ等に対応できる施設が整備されておらず、既存施設の老朽化がみられるた

め、スポーツニーズへ対応した施設の整備が必要です。 

【主な取組】 

■体育協会と連携して市民の主体的なスポーツ活動を促進するとともに、体育協会加盟団

体の普及活動や競技力向上を目的とした財政的支援を行います。 

 



 

第二期鳴門市教育振興計画 

54 

 
 

 

【主な取組】（続き） 

■研修会や総合型地域スポーツクラブの創設や運営への参画、スポーツ活動全般のコーデ

ィネートを促し、スポーツ推進委員の育成と活動の場の充実に努めます。 

■総合型地域スポーツクラブの施設利用や持続的な運営ができるよう、支援のあり方を検

討します。 

■スポーツ関係者を対象とした熱中症やスポーツ事故対策、ＡＥＤ使用講習等のスポーツ

安全講習会等を開催します。 

■老朽化した既存スポーツ施設の改修、屋内温水プール等を設置した複合施設をはじめと

する新たなスポーツ施設の整備について検討します。 

【成果目標・成果指標】 

◎総合型地域スポーツクラブの利用者数（延べ人数）を増やします。 

◎総合型地域スポーツクラブの認知度を高めます。 

◎市及び市スポーツ関連組織が開催する、スポーツ活動中の安全確保を図るための講習会

等への指導者や競技者等の参加者数（延べ人数）を増やします。    
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５ 郷土愛を育む教育の推進 

 

（１）文化財の継承と活用 

 

施策① 文化財の継承と活用 

地域で育まれ伝えられてきた文化財の保護管理と活用を進め、保護意識の高揚を図ると

ともに、貴重な共有財産として地域住民とともに次世代に継承することができる環境整備

を進めます。    

【現状】 

●本市には、国指定文化財７件、県指定文化財 15件、市指定文化財 54 件、国登録有形文

化財 22件の計 98件の指定・登録文化財が所在します。 

●文化財のなかには、江戸時代の製塩施設を今にとどめる国指定重要文化財「福永家住

宅」や、前方後円墳が段階的に発展していく過程が理解できる「鳴門板野古墳群」、大

正時代にドイツ兵捕虜と地域住民との間で異文化交流が活発に行われた「板東俘虜収容

所跡」等、様々な時代のロマンを感じ取ることができる文化財が数多く残っています。 

●埋蔵文化財は、平成 18 年（2006年）度に作成された徳島県遺跡地図をもとに、地域開

発との調和を図りながら、保存体制を強化する必要があります。 

【課題】 

◆文化財の保存整備と、管理体制の充実を図り、次世代に確実に継承していくことが求め

られます。 

◆アンケート結果から、「市の文化、歴史・芸術の継承、紹介」「市の自然・歴史・文化の

学習」に対する要望が低く、重要性への理解を求める必要があります。 

【主な取組】 

■文化財保護活用団体の育成と充実を図り、地域的特色を反映した財産としての認識を深

め、愛着をもってもらうための環境整備を進めます。 

■「四国八十八箇所霊場と遍路道」及び「鳴門の渦潮」の世界遺産登録については、県や

関係市町と連携して推進します。 

■文化財の保護・活用を推進するため、基礎資料の収集・整備に努めるとともに、有形資

料の収集も進めます。 

■指定文化財の状況調査を行い、適切な保護管理に努めるとともに、地域に調和した整備・

活用の方法を検討します。 

■基礎調査により価値があると認められたものについては、指定文化財として保護すると

ともに、地域に根ざした活用方法を研究します。 

■文化財の公開・活用を図るため、公共施設等を利用した公開や県教育委員会及び文化財

保護団体との連携のなかでの活用を図り、文化財の性質に応じて多様な公開と活用の場

の創出を図ります。 

■埋蔵文化財の保護については、地域開発との調和を図り、円滑な保護体制の充実に努め

ます。 

【成果目標・成果指標】 

◎市の文化財に関する市民の認知度の向上を図ります。 
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（２）郷土への誇りと愛着を育てる教育の推進 

 

施策① 郷土への誇りと愛着を育てる教育の推進 

すべての市民が本市の豊かな自然環境、伝統文化や文化財に触れ、学ぶことができるよ

う、学習機会の充実と郷土への誇りと愛着をもった市民の育成に努めます。    

【現状】 

●学校では、各教科や特別活動等において、徳島県や鳴門市についての学習の他、身近な

地域の自然環境、地場産業や地域資源を生かした教育活動に取り組んでいます。 

●生涯学習出前講座では、本市の郷土史や文化財、産業等の学習機会を提供しています。 

【課題】 

◆本市が誇る、伝統文化や文化財、地域資源を継承・活用していくため、市民がこれらを

体験し、学ぶ機会を増やしていく必要があります。 

◆学校においても、ふるさと鳴門に誇りと愛着をもってもらうため、本市の歴史や伝統文

化、地域の自然や産業等について学ぶ機会を増やしていく必要があります。 

◆アンケート結果から、「市の文化、歴史・芸術の継承、紹介」「市の自然・歴史・文化の

学習」に対する要望が低く、重要性への理解を求める必要があります。 

◆アンケート結果から、小中学校の教育において、力を入れてほしいと思うものについて、

「地域の自然や文化、人と触れあい、自分の住んでいる地域について知るようにする」

は１割程度と、低くなっています。 

【主な取組】 

■身近な自然や歴史、文化に親しむことにより、自分が住む地域のことをよく知り、大切

にする心を育て、豊かな人間性を育むとともに、社会の一員としての自覚を養います。 

■小学生の阿波踊りの習得、中学校でのベートーヴェン「第九」交響曲の学習を進めます。 

■「なると第九」については、「第九」アジア初演の地であるという歴史的背景や郷土の

友愛の歴史を学ぶことにより、「第九」に親しみ、郷土の誇りとして後世に引き継ぐこ

とができるよう、幼稚園、小学校、中学校と各発達段階に応じた学習を進めます。 

■生涯学習まちづくり出前講座や各種学級等を通じた、郷土への誇りと愛着を育てる教育

の推進に努めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎市に愛着があると回答する市民の割合を増やします。 
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６ まちぐるみの教育の推進 

 

（１）鳴門の学校づくり計画の推進 

 

施策① 鳴門の学校づくり計画の推進 

子どもたちが将来にわたって質の高い教育を受けることができるよう、学校のあり方に

ついて引き続き検討を進めます。    

【現状】 

●鳴門の学校づくり計画（平成 20年５月）に基づき、学校の再編を進めてきました。 

●鳴門の学校づくり計画に示された、再編計画（短期・中期）の一部実施により、平成

27 年５月現在、５中学校１分校、17小学校（うち３校休校）、17幼稚園（うち４園休

園）となっています。 

●少子化の進行により子どもが減少しており、平成 27 年度は鳴門東小学校が新たに複式

学級となっています。 

●鳴門の学校づくり計画における校区の見直しや指定校変更基準の見直しにより、里浦小

学校、大津西小学校では適正規模化を進めています。 

【課題】 

◆小規模化が進む学校では、子ども同士で切磋琢磨する機会が減少し、人間関係の固定化、

集団生活や部活動等の多様な教育活動が成立しにくいなどの課題があります。 

◆鳴門の学校づくり計画で目標とした再編計画について、現在の各学校の状況や保護者の

意見等を踏まえ再検討する必要があります。 

◆さらに少子化が進むと予想されることから、各学校施設の状況や、児童生徒数、通学距

離や小中一貫教育との関連等、他面的な検討が求められます。 

◆幼稚園については、小学校との併設という鳴門市独自の方式により、就学前教育と子育

て支援に貢献してきましたが、子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、就学前教育

における公立幼稚園の果たすべき役割について再検討が必要です。 

◆アンケート結果から、「学校再編を進めた方がよい」が 69.2％、「小規模校となっても、

現在のままの学校数、学校配置でよい」が 23.9％となっていますが、再編方法について

の意見は分かれています。 

◆アンケート結果から、幼稚園の再編について、幼稚園保護者の過半数が何らかの方針で

再編を進めた方がよいと回答していますが、「幼稚園の再編は少人数園となっても小学

校と一体として考えた方がよい」という意見も４割あります。 

【主な取組】 

■子どもたちが将来にわたってより質の高い教育を受けることができる計画とするよう、

保護者や学校への理解を求めながら、鳴門の学校づくり計画の見直しを行います。 

■公立幼稚園の再編については、私立保育所等の認定こども園への移行状況や将来的な幼

児数の見込み、また保護者や有識者の意見も踏まえながら、市全体の就学前教育・保育

という視点で公立幼稚園のあり方について、検討を進めます。 

【成果目標・成果指標】 

◎新たな鳴門の学校づくり計画（平成 29年度～）を策定します。 

◎就学前教育・保育における公立幼稚園のあり方を検討します。 
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（２）開かれた学校づくりの推進 

 

施策① 開かれた学校づくりの推進 

地域に開かれた学校づくりを進めるため、学校運営の透明性を確保し、保護者や地域住

民の意向を把握し、それを反映した教育活動に努めます。    

【現状】 

●すべての幼稚園、小学校、中学校に学校評議員制度を導入しています。 

●学校評価・鳴門プランを導入し、自己評価・学校関係者評価を実施し、評価の結果は、

学校での説明会や学校ウェブサイト等を通じて公開されています。 

【課題】 

◆学校評価システムや学校評議員制度の効果的な運用を図り、内容や改善方法を広く周知

していく必要があります。 

◆保護者や地域住民等、多様な人材が学校運営に積極的に参加していくことが求められま

す。 

◆アンケート結果から、「鳴門市の教育についての情報を何で知るか」について、学校か

らの通知文書や市の広報が７割強となっており、教育情報の提供方法を検討する必要が

あります。 

【主な取組】 

■学校からの情報発信を充実し、開かれた学校づくりの推進のため、保護者や地域との交

流を推進します。 

■学校評議員制度を通じて学校評価等を進め、教育活動を点検し運用体制の改善と教育活

動の充実を図ります。 

■教育活動その他の学校運営について積極的に情報を提供するとともに、自己評価及び学

校関係者による評価を実施し、結果の公表と説明に努め、組織的継続的に教育活動の改

善を図ります。 

■開かれた学校づくりを推進するため、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地

域住民が参画できるコミュニティ・スクール

(注 10)

の研究を行います。 

【成果目標・成果指標】 

◎学校評議員制度の認知度の向上、活動の充実を図ります。 

◎インターネット等を通じた学校の情報提供の充実を図ります。 

 

（注 10）コミュニティ・スクール(学校運営協議会)は、学校と保護者や地域住民が参画し、学校運営に意見を反

映させ、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める

仕組み。 
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（３）まちぐるみで取り組む教育の推進 

 

施策① まちぐるみで取り組む教育の推進 

学校や地域の教育活動がより円滑なものとなるよう、家庭や学校、地域と連携・協働し

ながら、教育制度の改善や教育のネットワークづくりを推進します。    

【現状】 

●完全学校週５日制の導入から、10 年以上が経過し、学校や児童生徒に定着していま

す。 

●市内のすべての幼稚園、小中学校で平成 17 年から二学期制を導入し、秋休みの廃止等

の改善を加えながら実施しています。 

●中学校においては、学力の向上を目的に、夏休み期間を１週間短縮しています。 

●各学校では、多様化する教育ニーズに対応するため、授業時数の確保のための様々な工

夫がなされています。 

●少人数学級に取り組んでおり、１学級あたりの人数は、幼稚園で 30 人以下、小学校１

年生～中学校１年生が 35 人以下、中学校２、３年生が 40 人以下を学級編成基準として

います。 

【課題】 

◆二学期制導入から 10 年が経過しており、学校現場や家庭でも定着がみられるものの、

二学期制の目的や効果について再評価が必要です。 

◆多様化する教育ニーズに応えるため、各学校で授業時数の確保に向けた取組が求められ

ます。 

◆アンケート結果から、子どもの学力向上や規則正しい生活のために土曜授業実施を望む

保護者が半数を超えており、土曜授業のあり方について検討する必要があります。 

◆アンケート結果から、保護者の少人数学級を支持する意見が多くなっています。 

【主な取組】 

■学校や保護者、地域の意見をうかがいながら、学期制度のあり方や授業時数の確保のた

めの取組、土曜授業の実施を検討します。 

■今後も県と連携して少人数学級を推進します。 

■学校や地域の教育活動を支援するため、地域の人材や資源等を生かすことができるネッ

トワークづくりを検討します。 

【成果目標・成果指標】 

◎二学期制、土曜授業、夏季休業日の短縮、少人数学級等の検討や検証を行います。 

 

 

 


